入居者規則
借主は本物件を善良なる管理者の注意をもって使用し、次に掲げる事項を遵守すること。

（1） 深夜の友人の訪問及び騒音については決して他の入居者の迷惑にならないようにすること

（2） 来訪者の車を無断駐車させ、近隣及び入居者の迷惑にならないようにすること

（3） AV機器、会話等の大きな音量、若しくは建具の開閉や夜間の洗濯等の生活音で周囲に迷惑をかけないこと。特に夜１０時から朝７時迄の時間帯は十分配慮すること

（4） 車の出し入れの際は、空ふかし、暖機運転等周囲の入居者に迷惑をかけないこと。特に早朝・深夜の時間帯は注意すること
（5） 日常ゴミは町内会で定められた曜日・時間帯に出すこと。これは最も基本的かつ重要なルールであり、厳守すること

（6） ダンボール等の引越しゴミ・粗大ゴミは、平常のゴミ収集日には回収しないことから、各市町村区のゴミルールにのっとり地区の清掃事業所に処理を依頼すること

（7） 入居にあたり、以後の諸連絡のために必ず管理会社に電話番号を通知すること
（8） 入居後に借主の勤務先・連帯保証人の勤務先等が変更になった場合は管理会社に通知すること。この連絡を怠り、天災・人災の際に連絡が取れず、乙に損害が発生しても甲並びに管理会社は一切その責を負わない
（9） 集合ポスト、各戸ドアポストの郵便物、チラシ等の投函物は乙の責にて管理するものとし、万一紛失、破損しても甲並びに管理会社は一切その責を負わない

本賃貸借契約に付随して入居者規約の説明を受け、遵守することを確約します。

平成　　年　　月　　日

物件名　　　　　　　　　　　　　　　　号室
賃借人　　　　　　　　　　　　　　　　　印
入居者規則
